
備考
　　１　この特別徴収票は、地方税法（以下法という。）第５０条の２及び第３２８条に規定する退職手当等について使用すること。
　　２　この特別徴収票の記載の要領は、次によること。
　　（１）　「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載すること。
　　（２）　「個人番号」の欄には、退職手当等の支払を受ける者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
　　　　　に関する法律（以下「番号法」という。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を記載すること。
　　（３）　「支払金額」の項には、自己が支払う退職手当等についてその年中に支払の確定した金額（法第５０条の３第２項及び第３２８条の２
　　　　　第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法第２０２条に規定する退職一時金については、同条の規定により退職手当等の支
　　　　　払を受けたものとみなされる額に相当する金額）を記載し、特別徴収票を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これ
　　　　　を内書すること。また、その退職手当等の全部又は一部がこれらの規定によりその例によるものとされる所得税法２０１条第１項第１号
　　　　　イに規定する特定役員退職手当等（以下「特定役員退職手当等」という。）に該当する場合には、当該特定役員退職手当等の金額を「摘
　　　　　要」の欄に記載すること。
　　（４）　「特別徴収税額」の項には、法第４１条第１項及び第３２８条の５第２項の規定により徴収される税額を記載すること。
　　（５）　「勤続年数」の項には、法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第６
　　　　　９条又は第７０条の規定により計算した勤続年数を記載し、その計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。また、自己が支払う退職手
　　　　　当等又は法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法第２０１条第１項第１号に規
　　　　　定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が特定役員退職手当等に該当する場合には、これらの規定によりその例によるものとさ
　　　　　れる所得税法施行令第７１条の２第２項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること
　　（６）　次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に掲げる事項を「摘要」の欄に記載すること。
　　　（イ）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第７０条第１項第１号の規
　　　　　　定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎
　　　（ロ）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第７０条第１項第２号の規
　　　　　　定の適用がある場合同号に規定する重複している部分の期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎
　　　（ハ）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第７１条の２第４項第１号
　　　　　　の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
　　　（ニ）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第７１条の２第４項第２号
　　　　　　の規定の適用がある場合同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎
　　（７）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法第３０条第５項第２号の規定の適用
　　　　　を受ける者については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
　　（８）　その退職手当等の支払を受ける者が提出した法第５０条の７第１項及び第３２８条の７第１項に規定する退職所得申告書に、法第５０
　　　　　条の７第１項第１号及び第３２８条の７第１項第１号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支払済
　　　　　みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払済みの他の退職手当等に係る（２）及び（３）に規定する事項を「摘要」の
　　　　　欄に記載すること。
　　（９）　「支払者」の欄中の「個人番号又は法人番号」の欄には、退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号（番号法第２条第１５項に規定
　　　　　する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。

備考
　　１　この特別徴収票は、地方税法（以下法という。）第５０条の２及び第３２８条に規定する退職手当等について使用すること。
　　２　この特別徴収票の記載の要領は、次によること。
　　（１）　「住所又は居所」の欄には、特別徴収票を作成する日の現況による住所又は居所を記載すること。
　　（２）　「個人番号」の欄には、退職手当等の支払を受ける者の個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
　　　　　に関する法律（以下「番号法」という。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）を記載すること。
　　（３）　「支払金額」の項には、自己が支払う退職手当等についてその年中に支払の確定した金額（法第５０条の３第２項及び第３２８条の２
　　　　　第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法第２０２条に規定する退職一時金については、同条の規定により退職手当等の支
　　　　　払を受けたものとみなされる額に相当する金額）を記載し、特別徴収票を作成する日においてまだ支払っていないものについては、これ
　　　　　を内書すること。また、その退職手当等の全部又は一部がこれらの規定によりその例によるものとされる所得税法２０１条第１項第１号
　　　　　イに規定する特定役員退職手当等（以下「特定役員退職手当等」という。）に該当する場合には、当該特定役員退職手当等の金額を「摘
　　　　　要」の欄に記載すること。
　　（４）　「特別徴収税額」の項には、法第４１条第１項及び第３２８条の５第２項の規定により徴収される税額を記載すること。
　　（５）　「勤続年数」の項には、法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第６
　　　　　９条又は第７０条の規定により計算した勤続年数を記載し、その計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること。また、自己が支払う退職手
　　　　　当等又は法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法第２０１条第１項第１号に規
　　　　　定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部が特定役員退職手当等に該当する場合には、これらの規定によりその例によるものとさ
　　　　　れる所得税法施行令第７１条の２第２項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎を「摘要」の欄に記載すること
　　（６）　次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に掲げる事項を「摘要」の欄に記載すること。
　　　（イ）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第７０条第１項第１号の規
　　　　　　定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎
　　　（ロ）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第７０条第１項第２号の規
　　　　　　定の適用がある場合同号に規定する重複している部分の期間及び同号に掲げる金額の計算の基礎
　　　（ハ）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第７１条の２第４項第１号
　　　　　　の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
　　　（ニ）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第７１条の２第４項第２号
　　　　　　の規定の適用がある場合同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎
　　（７）　法第５０条の３第２項及び第３２８条の２第２項の規定によりその例によるものとされる所得税法第３０条第５項第２号の規定の適用
　　　　　を受ける者については、その旨を「摘要」の欄に記載すること。
　　（８）　その退職手当等の支払を受ける者が提出した法第５０条の７第１項及び第３２８条の７第１項に規定する退職所得申告書に、法第５０
　　　　　条の７第１項第１号及び第３２８条の７第１項第１号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支払済
　　　　　みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払済みの他の退職手当等に係る（２）及び（３）に規定する事項を「摘要」の
　　　　　欄に記載すること。
　　（９）　「支払者」の欄中の「個人番号又は法人番号」の欄には、退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号（番号法第２条第１５項に規定
　　　　　する法人番号をいう。）を記載すること。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載すること。

氏 名 又 は
名 称 （電話）

氏 名 又 は
名 称 神奈川次郎商店（株）

９０１２３４５６７８９０１ （右詰で記載してください）

住所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地

住所 （ 居 所 ）
又 は 所 在 地 神奈川県小田原市荻窪３５０番地１

摘要 摘要

支払者

個人番号又は
法 人 番 号 （右詰で記載してください）

支払者

個人番号又は
法 人 番 号

（電話） 0465-33-1351

就 職 年 月 日 退 職 年 月 日

440万円 11年 平 成 21 年 4 月 1 日 令 和 2 年 3 月 31 日

退 職 所 得 控 除 額 勤 続 年 数 就 職 年 月 日 退 職 年 月 日 退 職 所 得 控 除 額 勤 続 年 数

　税法第50条の6第2項及び第328条 　税法第50条の6第2項及び第328条

　の6第2項適用分 　の6第2項適用分

　所得税法第201条第3項並びに地方 　所得税法第201条第3項並びに地方

　地方税法第50条の6第１項第2号及び 　地方税法第50条の6第１項第2号及び

　第328条の6第１項第2号適用分 　第328条の6第１項第2号適用分

　所得税法第201条第1項第2号並びに 　所得税法第201条第1項第2号並びに

８００００００ ９１８９０ １０８０００ ７２０００　地方税法第50条の6第１項第1号及び 　地方税法第50条の6第１項第1号及び

　第328条の6第１項第１号適用分 　第328条の6第１項第１号適用分

　所得税法第201条第1項第1号並びに 　所得税法第201条第1項第1号並びに

小田原市荻窪３００番地

源泉徴収税額 特 別 徴 収 税 額
市 民 税 県 民 税 市 民 税 県 民 税

氏 名 氏 名 小田原　太郎

区 分 支 払 金 額 源泉徴収税額 特 別 徴 収 税 額 区 分 支 払 金 額

２ 年分 特 別 徴 収 票

支 払 を
受ける者

個人番号

支 払 を
受ける者

個人番号 １２３４５６７８９０１２

年分 特 別 徴 収 票 記入例 令和

住 所 又 は
居 所

住 所 又 は
居 所 小田原市荻窪３００番地

平成　　年
1月1日の住所

平成　　年
1月1日の住所


